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審査請求人

住所

氏名'’-

原処分庁 一
原処分 令和4年3月1日付でされた次の各処分

1 平成28年分、平成29年分及び平成30年分の所得税及び復興特別所

得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分

2 平成28年 1月 1日から平成28年12月31日までの課税期間の消費税

及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分

3 平成29年 1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年 1月 1

日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及ぴ地方消費税

の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文
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審査請求人一

審査請求をいずれも棄却する。

理由 ＇

1 事実

(1)事案の概要

本件は、不動産貸付業を営む審査請求人（以下「請求人」という。）が請求人の

夫と各 2分の 1の持分割合で共有する建物の賃料等収入につき、原処分庁が、持分

割合に基づき賃料等収入の 2分の 1に相当する金額が請求人に帰属するなどとして、

所得税等及び消費税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、請求人、請求人

の夫及び賃借人の三者間の合意に基づき賃料収入の40パーセントに相当する金額が

請求人に帰属するなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

(2)関係法令等

イ 所得税法等

（イ）所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益

の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、

その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する

者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。

(n)所得税法第26条《不動産所得》第 1項は、不動産所得とは、不動産、不動産

の上に存する権利、船舶又は航空機（以下「不動産等」という。）の貸付け

（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。）

による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう旨規定し

ている。・

(Jヽ）所得税基本通達l2-1 《資産から生ずる収益を享受する者の判定》 （以下

「本件通達」という。）は、所得税法第12条の適用上、資産から生ずる収益を

享受する者が誰であるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者が誰で

あるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の

名義者が真実の権利者であるものと推定する旨定めている。

ロ 消費税法
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審査請求人 - ■
消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》第 1項

は、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資

産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対

価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったも

のとして、同法の規定を適用する旨規定している。

ハ民法

（イ）民法（平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。）第593条《使用

貸借》は、使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還を

することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ず

ると規定している。

(n) 民法第85条《定義》は、この法律において「物」とは、有体物をいうと規定

している。

(3)基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

以下では、所得税及び復興特別所得税を併せて「所得税等」といい、消費税及び

地方消費税を併せて「消贅税等」という。

イ 請求人は、平成 9 年 8 月 29日、-＇~の士地を夫である

一（以下「夫1111」といい、請求人と併せて「請求人夫婦」という。）
各 2分の 1の持分割合で取得した上、平成10年 9月13日、同土地上に1-」

という名称の建物（以下「一Iという。）を建築し、これを各 2分の 1の

持分割合で共有するに至った。

また、請求人夫婦は、平成16年11月19日、一の土

地及び同土地上の r -Jという名称の建物（以下「-といい、

ー と併せて「本件各建物」という。）を各 2分の 1の持分割合で取得した。

ロ 請求人夫婦は、本件各建物について、平成26年10月17日までに、別表 1の「賃

借人」欄の各賃借人（以下「本件各賃借人」という。）との間でそれぞれ事務所

又は店舗を用途とする賃貸借契約（以下「本件各賃貸借契約」という。）を締結

した。

なお、本件各賃貸借契約を締結した本件各賃借人のうち、 一 について、

（以下「- という。）とは平成26年9月30日付、
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審査請求人 -

ー とは平成23年10月 1日付、 一 とは平成26年10月17日付でそれぞれ

賃貸借契約書が作成されているが、その他の賃借人とは、後記ホの平成29年 1月

1日付の賃貸借契約書を作成する以前においては賃貸借契約書は作成されていな

かった。また、··'~―との賃貸借契約書は同様に作成さ

れていなかった。

ハ 本件各賃借人のうち、 - 、

ー 及び （以下、 4社を併せて「-

という。）は、請求人又は夫・・じミ役員（取締役及び監査役）を務

める会社であり、いずれも損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務等を

行うことを目的としている。

二 請求人夫婦は、本件各賃借人との間において、平成28年 1月 1日付で「不動産

賃貸借契約に関する確認書」 （以下「本件各確認書」という。）と題する文書を

作成した。本件各確認書には、本件各賃借人が請求人夫婦にそれぞれ支払う月々

の賃料及び共益費（以下 「`賃料等」という。）を別表 1の「賃料等」欄の各金額

とすると記載されている。当該賃料等の支払額及び支払先は、おおむね本件各賃

借人が支払う共益費の全額及び賃料の60パーセントを夫・・'とし、賃料の40パー

セントを請求人とする（以下、請求人夫婦が収受するとした賃料等の割合を「本

件割合」という。）ものであった。本件各確認書には、その他、本件各賃借人に

共通して要旨以下の記載がある。

（イ）賃借人は、毎月末日までにその翌月分の請求人夫婦に対する賃料等の合計額

を夫一の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとし、夫・・lは、請求
人に対して請求人の収受すべき賃料を支払うものとする。賃借人が夫Illに対
して請求人夫婦の賃料等の合計額を支払っている限りにおいて、夫1111から請
求人に対して賃料相当額の支払が行われない場合においても請求人は賃借人に

対して何らの請求もできないものとする。また、賃料等の増減の協議を行った

場合において、賃借人は夫1111との協識が成立している限り請求人との協議は
不要とする。

(n)建物の模様替え又は造作その他の工作をするときなど、事前に夫- の害面

による承諾を受けなければならない場合において、 夫＇~に よる承諾がある場

合、請求人の承諾は不要とする。
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審査請求人 一

（ハ）賃借人は、不動産賃貸借契約が終了したときは、夫1111と協議の上、対象不
動産を原状に復した上、同人の立会いの下、請求人夫婦に明け渡すものとする。

なお、この場合において、賃借人は夫1111との協議が成立している限り請求
人との協鏃は不要とする。

（二）上記に掲げる場合のほか、請求人夫婦と賃借人との間に発生する協議、承諾

に関しては請求人の持分にかかわらず夫・・が全て行うものとする。

ホ 請求人夫婦は、l~平成29年 1 月 1 日付で、

本件各建物の賃貸借について、各賃貸借契約書（以下「平成29年各賃貸借契約書」

という。）を作成した。平成29年各賃貸借契約書には、 一 が請

求人夫婦に対して支払う賃料等の金額について請求人夫婦を区別することなく総

額で記載されていた。また、本件各確認書のように夫- のみが協議又は承諾を

行う旨の記載はなかった。

ヘ 請求人夫婦が、平成28年から平成30年までの間において本件各賃借人から収受

した賃料等（以下「本件各賃料等収入」という。）は、別表 2のとおりであった。

卜 請求人は、平成27年11月12日に平成28年 1月 1日から同年12月31日までの課税

期間（以下「平成28年課税期間」といい、他の課税期間についても同様に表記す

る。）を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書を、平成27年12月28日

に平成28年課税期間から消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の

控除の特例》第 1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたい旨記載した消費税

簡易課税制度選択届出書を、それぞれ原処分庁に提出した。

なお、請求人は、消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額

の控除の特例》第 5項第 5号に規定する不動産業（第六種事業）を営む事業者に

当たる。

(4)審査請求に至る経緯

イ 確定申告等

請求人は、平成28年分、平成29年分及び平成30年分（以下、これらを併せて

「本件各年分」という。）の所得税等について、別表 3の「確定申告」欄のとお

り記載した各確定申告書をそれぞれ法定申告期限までに原処分庁に提出した。

また、請求人は、平成28年課税期間の消費税等について、別表4の「確定申告」

欄のとおり記載した確定申告書を法定申告期限後である平成29年4月13日に原処
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審査請求人 -

分庁に提出し、原処分庁は、同年 5月22日付で別表 4の「期限後申告に係る賦課

決定処分」欄のとおり無申告加算税の賦課決定処分をした。

なお、請求人は、平成29年課税期間及び平成30年課税期間（以下、平成28年課

税期間と併せて「本件各課税期間」という。）の消費税等については、基準期間

である平成27年課税期間及び平成28年課税期間における各課税売上商が

10,000,000円以下であるため、消費税法第 9条《小規模事業者に係る納税義務の

免除》 （平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。）第 1項により消

費税等の納税義務が免除されるとして確定申告をしていなかった。

ロ 更正処分等（原処分）

原処分庁は、請求人の本件各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等に

ついて、本件各建物の持分割合に基づき本件各賃料等収入の 2分の 1に相当する

金額が請求人に帰属するなどとして、令和4年 3月 1日付で別表 3及び別表 4の

「更正処分等」欄のとおり次の各処分をした。

（イ）本件各年分の所得税等の各更正処分（以下「本件所得税等各更正処分」とい

う。）

(n)本件各年分の過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件所得税等各賦課

決定処分」という。）

(Iヽ）平成28年課税期間の消費税等の更正処分

（二）平成29年課税期間及び平成30年課税期間の消費税等の各決定処分（以下、上

記(,ヽ）の更正処分と併せて「本件消費税等各更正等処分」という。）

（ホ）本件各課税期間の無申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件消費税等各賦

課決定処分」という。）

ハ再調査の請求等

請求人は、上記口の原処分に不服があるとして、令和4年6月 1日に再調査の

請求をしたところ、再調査審理庁は、同年12月 5日付で棄却の再調査決定をした。

— 審査請求
請求人は、再調査決定を経た後の原処分に不服があるとして、令和 4年12月27

日に審査請求をした。

2 争点

本件各賃料等収入のうち、請求人に帰属する金額はいくらか（具体的には、本件各賃
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審査請求人 一

料等収入のうち 2分の 1に相当する金額が、所得税における不動産所得の総収入金額及

び消費税における資産の譲渡等に係る対価となるか否か）。

3 争点についての主張

「―----••
原処分庁 請求人

し • 令ヽヽ・

： 以下のとおり、本件各賃料等収入のう 1以下のとおり、共益費を除く本件各賃
！ち2分の 1に相当する金額が、所得税にl料等収入の40パーセン．卜に相当する金額
i ! 
！おける不動産所得の総収入金額及び消費lが請求人に帰属し、共益費については、

l税における資産の譲渡等に係る対価とし ：その全額が夫一に帰属する。
lて、請求人に帰属する。 l 

I (1)請求人が主張する内容の賃貸借契約 （1)請求人夫婦と本件各賃借人との間に
が有効に成立しているとしても、本件 おいて、請求人夫婦が収受する本件各

各賃料等収入は本件各建物の持分割合 賃料等収入を本件割合に従ってあん分

するとの内容の賃貸借契約が有効に成

立しており、当該割合による賃料収入

I に応じて請求人に帰属すること
が請求人に帰属すること l 

イ 所得税法第12条の趣旨は、租税負

担の公平を図るため、資産から生ず

る収益の帰属について名義又は形式

とその実質が異なる場合には当該資

産の名義又は形式にかかわらず、当

該資産の真実の権利者に帰属させよ 、

うとしたものと解されている。まl
た、本件通達の定めも同趣旨であり i

合理的なものと解されており、裁判 l
I 

例においてもその合理性が示されてl
いるところ、この考え方は資産からi

イ 所得税法第12条が規定する資産か

ら生ずる収益とは、不動産所得にお

いては、同法第26条第 1項が規定すI
j 

る「貸付けによる所得」をいうのでl
あるから、賃貸借契約により収益をI
享受する者が同法第12条が規定する

l 

「収益の法律上帰属するとみられるI
者」であり、 「その収益を享受する i

．者」に当たる。 1 

本件においては、請求人夫婦が本

件各建物について各 2分の 1の持分

l 
生ずる収益の帰属全般について示し ； 割合で共有しているところ、本件各

l I ・たものといえる。更に、消蓑税法第 ： 確認書のとおり、請求人夫婦と本件
L 13条についても同様の趣旨と解され＇ 各賃借人との間では、夫・ が賃貸

‘~• →~ ””. _ _ _ ,., 
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建物について、

られる。

が、法律上、請求人に帰属する。

求 ーーニ 1 
借契約の窓口となり、賃借人との協i

議を行うこととし、 夫1111と請求人i
が受け取る賃料等の割合を本件割合I
とする賃貸借契約を締結したもので1

そして、当該契約は合理的な I
内容であり、請求人が受け取る賃料I

は私法上も有効であるから、当該契

ある。

約に基づいて賃料を受け取る請求人

は 「収益の法律上帰属するとみられ

る者」

る者」

であり、

である。

「その収益を享受す

この点、本件通達が定める「真実

の権利者」 を所有権者と解するので

あれば、本件においては同通達は適

用されない。すなわち、例えば、無

断転貸の場合、転貸人は所有権はも

とより転貸する権利も有しておら

ず、本件通達が定める「その収益の

基因となる資産の真実の権利者」で

はないにもかかわらず、当該転貸人

に転貸料が帰属するとされており、

実際に本件通達が適用されない場合

がある。本件においても、請求人夫

婦は各 2分の 1の持分割合で本件各

建物を共有しているところ、上記の 1

とおり、本件各確認書において合意 l
I 

した賃料等を本件割合に従ってあんI

分＂］き竺竺ー契約内容は合理的なも竺J
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審査請求人 一

冷 ， ＂

原 処分庁
ヽ ~ ~~彎

t~ 
9[
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l
l
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l
lー
：

ーー

・`

約に係る契約書の各規定に基づく請i

求人夫婦と本件各賃借人との協議又1
は請求人夫婦の承諾を、当該各規定l
にかかわらず、請求人が行うことを

不要とする（又は夫111が請求人に 1
代わって行う）ことを確認するにと：

どまるのであって、 夫- が自身のi

持分を超えて、請求人の持分の一部l
l 

までも貸し付ける旨の契約を締結しl
！ 

たり、本件各賃貸借契約に関して、 l
請求人夫婦間で本件各賃料等収入が 1

帰属する範囲を変更したりするもの ＇

ではないし、貸借関係に異動を生じI
させるものでもない。 1 

また、本件各確認書は、本件各賃 l
I l l 借人も記名押印しており、分割後の l
［ 

l ！ 賃料等を含めて三者間で合意したもi
l のと認められるが、本件各賃借人かl
l らすれば賃料等の合計額は本件各確l
し． i •一·· ~・・一クー "--̀ 

請 求 人

であり、本件割合によって請求人夫

婦に賃料等が帰属するのであるか

ら、本件通達は適用されない。

ロ 請求人は、本件各確認書に基づ 口 本件各確認書により、請求人夫婦

き、本件各賃料等収入の帰属に変更 が受け取る賃料等に関する新たな合

が生じた旨主張するが、本件各確認 意がされているだけでなく、窓口が

書は、請求人夫婦と本件各賃借人と 夫一 に一本化され、賃貸人による

の間の賃料等の支払方法（金額）を l 承諾や協議が夫Illのみで足りるこ
指定するとともに、本件各賃貸借契 I ととなっており、貸借関係にも異動

が生じている。
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原処分庁

~̀ ~~・ ーーで‘―`―.. ..

i 請
‘" -- --.9  ] 

求"•• 一:----――」

I 

認書作成前後で変わりはないのであ

るから、請求人夫婦に対する個別の

賃料等の額は本件各賃借人にとって

積極的な意味を有するものではな ．

く、賃料等の分割は専ら請求人夫婦l
いの都合による形式的なものにすぎなI

じたがって、本件各賃料等収入に j

ついては、その法的実質をみれば飽 1

くまでも本件各建物の 2分の 1の持

分に相当する金額が請求人夫婦にそI
れぞれ帰属するというべきである。 l 
ハ 本件各確認書の作成後に作成され

た----との間におけ

る平成29年各賃貸借契約書には、上

記口の協議又は承諾をはじめ賃料等

の額に至るまで本件各確認書の内容

は何ら反映されていないのであるか

ら、本件各確認書により貸借関係に

異動が生じたとする請求人の主張と 1

は整合しない。

ハ 本件各確認書の作成後に作成され

との間におけ

る平成29年各賃貸借契約書は、金融

庁に提出するために作成したもので

あり、そのため、本件各確認書の内

容の全てを反映させなかったことか

ら細かい情報は記載されていない。

(2)請求人が主張する使用貸借契約が認 （2)請求人夫婦間において本件各建物の

められないこと 持分の10バーセントを目的物とする使

請求人は、本件各確認書により夫・

■に賃貸借契約の窓口が一本化された
ことから、請求人が有する本件各建物

用貸借契約が成立していること 1 

！ L の持分の一部を夫・■に使用収益させ I
一 ~ ~ ~ ~ 9‘ 

本件通達が定める「その収益の基因 l

となる資産の真実の権利者」の「権l
利」について所有権に限定して解すべl

1 
きではなく、転貸借においては、転貸l
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-- l 
用貸借契約が成立した旨主張

実際に本件各確認書という書I
しているのであるから、本来l

I ！ 夫婦間で使用貸借契約を締結する旨をl
l 明確に定めればよいのであって、本件I
！ 
！ 各確認書の記載内容からは到底読み取I

I i は、かえって不自然である。
l i また、請求人が主張する夫Illと本
I 

l 

件各賃借人との間の賃貸借（転貸借）

l 
契約についてみても、本件各賃借人か

らすれば、請求人が主張する使用貸借

契約に係る持分について貨貸人が請求

人から夫・■に変更されることになる
！ 

のであるが、そもそも賃貸借（転貸 t

借）契約の目的物たる持分の特定すら

されていないのであるから、本件各賃

借人が本件各確認書によって、請求人

が主張する夫~ト、請求 if

人40パーセントの持分を目的物とする

賃貸借（転貸借）契約を締結すること 1

に合意していたとは到底認められな ！

しヽ。

審査請求人 一

請求人

人が収受する転貸料について、転貸料

を享受する者と所有権者とがかい離す

ること及び所得税法第26条第 1項が不

動産所得を不動産の貸付けによる所得 ・
I 

と規定し、所有者による貸付けに限定l
していないことからすれば、本件通達 1

l 
が定める「権利」には賃借権又は使用メ

借権に基づく「収益権」が含まれてい

るので、 「資産の真実の権利者」にI
は、収益権を有する賃借人又は使用借I
主も含まれることになる。

本件においては、本件各確認書に記I
載のとおり、請求人が本件各賃貸借契！

約に係る管理を行う必要がなくなった1
ことと関連して、請求人夫婦間においI

I 
て請求人が有する本件各建物の持分の I

10パーセントを夫Illに使用収益させI
I 

る旨の合意（使用貸借契約）が締結さ

れた。その結果、請求人が有する 10

パーセントの使用収益権について夫■
■が有することとなったことから、夫
・が有する収益権は所有者としての

50バーセントと使用借主としての10

パーセントの合計60パーセントとな

り、請求人の有する収益権は40パーセ

ントとなった。

I-→ 
したがって、本件各確認書によっI
l て、夫一 は60パーセント、請求人は 」

. し--べ…～マ ・ゴ••~‘ ー 『 一 」
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不動産所得とは「不動産の貸付けに

よる所得」 （所得税法第26条第 1項） ！ 

I 
をいうところ、共益潰についても本件l
各建物の貸付けに付随して生じた収入 i

であることから、請求人夫婦の不動産I
| 

所得に係る総収入金額及び資産の譲渡

等に係る対価に含まれ、持分割合に応

じて請求人に帰属する。

請求人

40バーセントの各収益権に基づき、本 ：
i 

件各賃借人との賃貸借契約を締結し、 1 i 

賃料を収受しているのであるから、請 ］

求人夫婦は本件割合に応じて本件通達l
が定める「その収益の基因となる資産I. 
の真実の権利者」となる。

(3)共益贅については、夫・■にその全
額が帰属すること 1 
共益費については、飽くまで共有ス

ペースの維持管理のために受け取るも

のであり、純粋な賃料とは性質が異なI
るものである。そして、請求人夫婦間1
並びに請求人夫婦及び本件各賃借人とl

の間では、その全額を夫Illに帰属すli 
！ 

る旨の合意をしている。 l 
したがって、共益費については、そl

の全額が夫111に帰属する。 I 
4 当審判所の判断

(1)認定事実

請求人提出資料、原処分関係資料並ぴに当審判所の調査及び審理の結果によれば、

以下の事実が認められる。

イ 請求人夫婦は、-―及び一との間で、上記 1の（3）の口に

記載の···l~ 各賃借人が支払う共益費につ

いては共用部分及び共用施設の維持管理に必要な費用に充当する旨合意していた。

また、請求人夫婦は、 との間においても、平成29年各賃貸借

契約書において、共益費について同旨の合意をしていた。

ロ 平成27年の請求人夫婦の本件各建物に係る賃料等の総額は、別表 5の「賃料等

収入金額」の「合計」襴のとおり であった。他方、請求人は、平成

27年分の所得税等の確定申告においては、別表 5の「請求人収入金額」欄のとお
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審査請求人 -

り、同年分の不動産所得に係る総収入金額について、 -＇~に係る­

からの賃料等を除き、請求人夫婦の収入金額合計の 2分の 1を、同社からの一

ー の賃料等については「賃料等収入金額」欄の10,737,600円の 2分の 1に相

当する金額から 200,000円を差し引いた5,168,800円を計上し、総収入金額が

であるとして、確定申告を行るた。

ハ 請求人は、平成27年課税期間については、基準期間である，平成25年課税期間に

おける課税売上高が- -であるため、消費税法第9条第 1項の規定により

消費税等の納税義務が免除される免税事業者であった。

(2)法令解釈

イ 所得税法第12条は、資産又は事業から生ずる収益が誰に帰属するかは、法律上

の真実の権利者が実質的にも収益の帰属者であるとの考え方に立ち、法律上の形

式がその法的実質と異なる場合にはその実質に即して収益の帰属を判定すべきで

あるとの趣旨を定めるものと解するのが相当である。また、同条にいう「収益を

享受する者」とは、その収益を受けるべき正当な権利を有する者をいうと解する

のが相当である。そして、本件通達が所得税法第12条の適用上、資産から生ずる

収益を享受する者が誰であるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者が

誰であるかにより判定すべきであると定めているところ、本件通達の定めは、同

法第12条の上記趣旨に沿うものであるから、当審判所においても、これを相当と

認める。

ロ 消費税法第13条第 1項も、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる

名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がそ

の資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の誤渡等は、当該対価

を享受する者が行ったものとして、同法を適用する旨規定しており、所得税法と

同様の趣旨を規定したものと解されるから、資産の譲渡等に係る対価を享受する

者が誰であるかという点は、上記イと同様に解される。

(3)検討

上記 1の(3)のイ、口及びへのとおり、請求人夫婦は、各 2分の 1の持分割合で共

有する本件各建物の貸付けの対価として、本件各賃借人から本件各賃料等収入を収

受しているのであるから、請求人夫婦の当該収入の源泉は、本件各建物の各持分に

ほかならず、請求人は、本件各賃料等収入のうち、請求人の持分割合に応じた 2分
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の 1について、本件通達の「その収益の基因となる資産の真実の権利者」に当たり、

所得税法第12条の「収益を享受する者」に該当するというべきである。

したがって、本件各賃料等収入のうち、 2分の 1に相当する金額が、所得税法に

おける不動産所得に係る総収入金額として請求人に帰属することになる。

また、上記(2)の口のとおり、消費税法における資産の譲渡等に係る対価を享受す

る者が誰であるかという点も、所得税法と同様に解されるから、本件各賃料等収入

のうち、請求人の持分割合に応じた 2分の 1に相当する金額が、資産の譲渡等に係

る対価として、請求人に帰属するというべきである。

(4)請求人の主張について

イ 請求人は、上記 3の「請求人」欄の (1)のとおり、不動産所得は「貸付けによる

所得」であり、それは本件各賃貸借契約に基づいて生じるものであるところ、本

件各確認書によって、請求人夫婦と本件各賃借人との間で、請求人夫婦が受け取

る賃料等の割合を本件割合に従ってあん分する旨の合意がされているのであるか

ら、当該契約に某づいて賃料を受け取る請求人は「収益の法律上帰属するとみら

れる者」であり、 「その収益を享受する者」である旨主張する。

しかしながら、。仮に、私法上、請求人夫婦が本件各賃借人から収受する賃料等

を本件割合に従ってあん分する旨の合意が有効に成立しているとしても、上記(3)

のとおり、請求人が収受する本件各貨料等収入の源泉、すなわち、その収益の基

因となる資産は請求人の本件各建物の持分にほかならないのであるから、本件各

賃貸借契約に関する上記合意が、請求人夫婦間における所得の帰属を変更するこ

とはない。

なお、請求人は、請求人が本件各賃貸借契約に基づいて本件各賃借人から本件

各賃料等を受け取っているのであるから、請求人は、 「その収益を享受する者」

に当たる旨主張するが、本件各賃料等収入は、本件各賃貸借契約に基づいて請求

人が取得した権利等の資産を基因として生ずる収益ではなく、本件各建物につい

ての請求人の持分という資産を基因として生ずる収益である。

したがって、請求人の主張には理由がない。

ロ 請求人は、上記 3の「請求人」欄の (2)のとおり、請求人夫婦間において、請求

人が有する本件各建物の持分の10パーセントを夫- に使用収益させる旨の使用

貸借契約が締結されたことから、請求人自身の使用収益権は本件各建物全体の40
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パーセントとなったため、請求人は、同割合につき本件通達が定める「その収益

の基因となる資産の真実の権利者」となるにすぎない旨主張する。

そこで、使用貸借契約の成否について検討するに、上記 1の(2)のハのとおり、

民法第593条は、使用貸借について、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後

に返還をすることを約して相手方からある物を受9け取ることによって、その効力

を生ずる，と規定し、同法第85条は、 「物」とは有体物をいうと規定していること

からすれば、民法上の使用貸借契約の目的物は、有体物に限られるというべきで

ある。これを本件についてみると、請求人が主張する当該使用貸借契約の目的物

は、請求人が有する本件各建物の持分という権利であって、有体物ではないこと

からすれば、そもそも請求人が有する本件各建物の持分について、民法上の使用

貸借契約が成立する余地はない。

したがって、請求人の主張には理由がない。

ハ 請求人は、上記 3の「請求人」欄の（3）のとおり、共益費については、飽くまで

共有スペースの維持管理のために受け取るものであり、純粋な賃料とは性質が異

なることから、その全額を夫一に帰属するものとして請求人夫婦間並びに請求

人夫婦及び本件各賃借人との間で合意しており、共益費の全額が夫・・'に帰属す

る旨主張する。

しかしながら、上記（1）のイのとおり、請求人夫婦が、-'、-及び

ーとの間で、一に係る共益蓑について、共用部分及び共用施設の

維持管理に必要な贅用に充当される旨合意していることからすると、-

に係る-、一及ひ|~との各賃貸借契約における共益費に関す

る上記の合意は、共用部分及び共用施設の修繕維持のための必要費（民法第608条

《賃借人による費用の償還請求》第 1項により賃貸人の負担とされている。）の

一部を賃借人に負担させる旨の特約に当たるものであると’いうことができるので、

上記共益費は、不動産の貸付けによる所得及び資産の譲渡等（資産の貸付け及び

役務の提供）に係る対価に当たるというべきである。したがって、上記共益費を

享受する者が誰かについては、上記(2)の法令解釈に基づいて判断するべきであり、

上記共益費に係る収入は、上記（3）で説示した賃料に係る収入と同様に、 一

■の持分割合に応じて請求人に帰属するというべきである。
また、上記(1)のイのとおり、請求人夫婦は、 との間におい
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ても、平成29年各賃貸借契約書において、共益費について同旨の合意をしている

ところ、上記 3の「請求人」欄の (1)のハによると、当該各契約書は金融庁に提出

するために作成されたというのであるから、その内容は、本件各賃貸借契約にお

ける従前の合意を反映したものと解され、平成28年の の共益

費についても、平成29年各賃貸借契約書と同旨の合意があったものと推認される。

そうすると、 -に係る-及び··|~に係る·’~を除 < Ill

との各賃貸借契約における共益費に係る収入についても、上記(3)

で説示した賃料に係る収入と同様に、本件各建物の持分割合に応じて請求人に帰

属するというべきである。

したがって、請求人の主張には理由がない。

(5)本件所得税等各更正処分の適法性について

上記(3)のとおり、本件各賃料等収入のうち、 2分の 1に相当する金額が不動産所

得に係る総収入金額として請求人に帰属するのであり、当審判所において、請求人

の本件各年分の総所得金額及び所得税等の納付すべき金額を計算すると、本件所得

税等各更正処分の各金額といずれも同額となる。

また、本件所得税等各更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当

審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められな

vヽ。

したがって、本件所得税等各更正処分は適法である。

(6)本件所得税等各賦課決定処分の適法性について

上記(5)のとおり、本件所得税等各更正処分は適法であり、また、本件所得税等各

更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、本件所得税等各更正

処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条

《過少申告加算税》第4項第 1号に規定する正当な理由があるとは認められない。

そして、当審判所において、本件各年分の所得税等に係る過少申告加算税の額を

計算すると、本件所得税等各賦課決定処分の各金額といずれも同額となる。

したがって、本件所得税等各賦課決定処分は適法である。

(7)本件消黄税等各更正等処分の適法性について

上記 1の(4)のイのとおり、請求人は、平成29年課税期間及び平成30年課税期間の

各基準期間における課税売上高が10,000,000円以下であるとして消費税法第 9条第
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1項により消費税等の納税義務が免除されるとして確定申告をしていなかっt

しかしながら、上記(1)の口のとおり、平成29年課税期間の基準期間である平成27

年課税期間における請求人夫婦の賃料等の総額け＇~ 上記（3）のと

おり、本件各建物についての請求人の持分である 2分の 1に相当する金額である

が資産の譲渡等に係る対価として請求人に帰属することになる。そし

て、上記（！）のハのとおり、請求人は、平成27年課税期間においては免税事業者であ

るから、課税売上高は同額である- 'となり、 10,000,000円を超えること

となる。

なお、請求人は、平成27年課税期間における一 に係る-'からの賃

料等は上記（l）の口のとおり 5,168,800円であって、総収入金額Ll・・・・・・である

旨主張するが、当該主張を裏付ける証拠の提出はなく、その他当審判所の調査及び

審理の結果によっても、これを認めるに足る証拠は見当たらない。

また、上記 1の(3)のへのとおり、平成30年課税期間の基準期間である平成28年課

税期間における請求人夫婦の賃料等の総額は一であり、上記（3）のとおり

本件各建物についての請求人の持分である 2分の 1に相当する金額である

が資産の譲渡等に係る対価として請求人に帰属することになる。そし

て、上記 1の(3)の卜のとおり、請求人は、平成27年11月12日に消費税課税事業者届

出書を提出し、平成28年課税期間においては課税事業者であるから、課税売上高は

から消費税等相当額を除いた金額となるため、同金額に108分の100を

乗じた金額である一 となり、 10,000,000円を超えることとなる。

これらのことから、請求人は、平成29年課税期間及び平成30年課税期間において、

消費税法第 9条第 1項の規定は適用されず、請求人の消費税等の納税義務は免除さ

れない。

そうすると、上記 1の(3)の卜のとおり、請求人は、平成27年12月28日に消費税簡

易課税制度選択届出書を提出し、不動産業（第六種事業）を営む事業者であると認

められるところ、当審判所において、請求人の本件各課税期間の消費税等に係る各

課税標準額及び消費税等の額を計算すると、本件消費税等各更正等処分の各金額と

いずれも同額となる。

また、本件消費税等各更正等処分のその他の部分については、請求人は争わず、

当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められ
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なVヽ。

したがって、本件消費税等各更正等処分はいずれも適法である。

(8)本件消費税等各賦課決定処分の適法性について

上記(7)のとおり、本件消黄税等各更正等処分は適法であり、本件各課税期間の消

費税等の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告

加算税》第 1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。

そして、当審判所において、本件各課税期間の消費税等に係る無申告加算税の額

を計算すると、本件消費税等各賦課決定処分の各金額といずれも同額となる。

したがって、本件消費税等各賦課決定処分はいずれも適法である。

(9)結論

よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁

決する。
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別表 1

不動産賃貸借契約に関する確認書記載の賃料等

（単位：円）

賃料等
貨貸物件 賃借人 （夫iま共益要を含んだ金額）

（注） この表の金額は、消費税等込みの金額である。

別表 2

本件各賃料等収入

（単位：円）

賃料等収入
賃借人

（注）この表の金額は、消費税等込みの金額である。
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審査請求人 一

別表 3

審査請求に至る経緯（所得税等）

年

分 1皇ユ

年

総 所

不動産
所得

平内与
成給 得
28 訳所

年

分 I l雑所得

区分
更正処分等 再調査決定

月 日 1平成29年 3月13日l令和 4年3月 1日1令和4年6月 1日I令和4年12月 5日

得金額

総収入金額

所得金額

収入金額

所得金額

総収入金額

所得金額

所得控除の合計額

納付すべき税額

過少申告加算税の額

年 月 日

総 所 得 金 額

不動産 総収入金額

所得 所得金額

平 内
給与 収入金額成

29 訳
所得 所得金額

年
総収入金額

分 雑所得
所得金額

所得控除の合計額

納付すべき税額

過少申告加算税の額

年 月

総 所 得 金 額

不動産 総収入金額

所得 所得金額

平 内
. 

成 給与 収入金額

30 訳
所得 所得金額

年
総収入金額

分 雑所得
所得金額

所得控除の合計額

納付すべき税額

過少申告加算税の額

棄

却

和4年12月 5日

棄

却

和4年12月 5日

棄

却
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審査請求人一別表4

審査請求に至る経緯（消費税等）

顎

額

税
•

税

入

費

税

肖

費

一

[

[

一
除

付

消

＾
控

納

目

i
年

、Lr
,
;
'

i
l
,
L
|

|

‘

項

消

費

税

l

地
方
消
費

i
.9999

|

.

1

ーヽ、．
；
，i
,．ヽ
':‘
,,‘9
.、

J

一

蹂

税

期

間

平

成

2

8

年

謀

税

期

間

区分

~T?•一••―`~

； ， 

確定申告 I "l--
令和4年3月1日！令和4年6月1日 ！令和4年12月5日

！ 

更正処分等 再調査の請求 ＝ 再調査決定

月 日

課 税 標 準 額

課税標準となる
消費税額

納付すべき

地方消費税額

棄

却

年 月 日

＇ 

消

費

税

地

方

消

費

平
成
2
9
年
熙
税
期
間

課 税 標 準 額

費-
控除対象仕入税額

消 税 額

納付すべき消費税額

課税標準となる
消費税額

納付 ＇すべき

地方消費税額

無申告加算税の額

無
申
告

~

ー

I
 

I
.
 

ー

ー

年 月 日 令和4年12月5日l
課 税標 準 額

旧

ば

ぽ

’

消

費

平
成
3
0
年
課
税
期
間

棄

却

消 費 税 額

控除対象仕入税額

納付すべき消費税額

課税標準となる
消費税額

納付すぺき
地方消費税額

無申告加算税の額

無
申
告

‘,
.
 

ー

‘、‘
, 
J
 

ー'
 
’
 

ー

、，
J
 

ヽ
ー

I, 

'‘
 却
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別表5

平成27年の賃料等収入金額及び同年分の請求人収入金額

（単位：円）

‘'鴫．．．、

（注） 1 この表の金額は、消費税等込みの金額である。

； 一ぢ‘欄冒塁互□年よ霜悶械'’’’'こ告緊：；：］散J:.̀て；らるる。
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